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１．所管からの報告事項について 

  次の事項について所管から説明を受け、質疑を行い、全て報告済みとした。 

（１）定住自立圏形成協定（案）について 

（２）國學院大學北海道短期大学部の進路状況について 

（３）陸上自衛隊滝川駐屯地創立記念行事市中パレードの実施について 

（４）水防実施訓練及び地域防災スクールの実施について 

（５）生活保護詐欺事件に係る住民訴訟控訴審判決に対する市の対応について 

 

２．その他について 

  なし。 

 

３．次回委員会の日程について 

  ５月16日（金）午前９時00分から第一委員会室で開催することに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上 記 記 載 の と お り 相 違 な い。 総務文教常任委員長  大 谷 久美子  ○印 

 
1 



 

 

 

                                      平成26年５月12日 2 
 3 

 滝川市議会議長 水 口 典 一 様 4 
 5 

 6 

        滝川市長 前 田 康 吉 7 

 8 

   総務文教常任委員会への説明員の出席について 9 
 10 

 平成26年５月９日付け滝議第28号で通知がありました総務文教常任委員会への説明員の出席要求について、次の 11 

者を説明員として出席させますのでよろしくお願いします。 12 

 なお、公務等の都合により出席を予定している説明員が欠席する場合もありますので申し添えます。この場合、 13 

必要があるときは、所管の担当者を出席させますのでよろしくお願いします。 14 
 15 

記 16 

 滝川市長の委任を受けた者 17 

総務部長     山 﨑   猛 18 

  総務部総務課長     中 島 純 一 19 

  総務部総務課防災危機対策室長      尾 崎   敦 20 

  総務部企画課長                   深  村 栄 司 21 

  総務部総務課長補佐    橋 本 英 昭 22 

総務部企画課長補佐・大学連携室長         稲 井 健 二 23 

  総務部総務課法制文書係長   土 橋 祐 二 24 

総務部企画課企画政策係主査   安 田 健 二 25 

 26 

 27 

                                （総務部総務課総務係） 28 



 

 

 

第35回  総 務 文 教 常 任 委 員 会 29 
 30 

Ｈ26.５.15（木）午前10時00分 31 

第一 委 員会室 32 

 33 

 34 

○ 開   会 35 

 36 

 37 

○ 委員長挨拶（委員動静） 38 

 39 

 40 

１．所管からの報告事項について 41 

《総務部》 42 

（１）定住自立圏形成協定（案）について              （資料）企画課 43 

（２）國學院大學北海道短期大学部の進路状況について        （資料）大学連携室 44 

（３）陸上自衛隊滝川駐屯地創立記念行事市中パレードの実施について （資料）防災危機対策室 45 

（４）水防実地訓練及び地域防災スクールの実施について       （資料）防災危機対策室 46 

（５）生活保護詐欺事件に係る住民訴訟控訴審判決に対する市の対応について （資料）総務課 47 

 48 

 49 

 50 

２．その他について 51 

 52 

 53 

 54 

３．次回委員会の日程について 55 

 56 

  ５月１６日（金）９時００分  第一委員会室 57 

 58 

 59 

○ 閉   会 60 
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 61 

第35回 総務文教常任委員会 62 

H 2 6 . 5 . 1 5  (木 ) 1 0： 0 0～ 63 

第 一 委 員 会 室 64 

開  会 １０：００ 65 

委 員 長 第35回総務文教常任委員会を開会します。 66 

 委員動静報告 67 

委 員 長 委員動静ですが、全員出席です。委員外議員として清水議員、木下議員が出席 68 

しています。傍聴は小野議員、窪之内議員が出席、報道関係は北海道新聞、Ｎ 69 

ＨＫ、毎日新聞、プレス空知、読売新聞の傍聴を許可します。 70 

 １．所管からの報告事項について 71 

委 員 長 それでは、所管からの報告事項について、総務部、（１）、定住自立圏形成協 72 

定（案）について説明を求めます。 73 

 （１）定住自立圏形成協定（案）について 74 

深村課長 （別紙資料に基づき説明する。） 75 

委 員 長 説明が終わりました。 76 

 質疑ありますか。 77 

渡  邊 第３条の関係で、別表というふうに細分化されています。その結びつきとかネ 78 

ットワーク、マネジメント云々の言葉が入っているのですけれども、テーマは 79 

いろいろあって、いろんな議論をされた中で、この広域的なものも含めて観光 80 

という部分が何か落ちているのかなと個人的に思っているのですけれども、そ 81 

の点はどこかに入っているのか。入っていればそれでよろしいです。 82 

深村課長 別表第１、生活機能の強化の産業振興の９番目のところで盛り込んでおります。 83 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 84 

柴  田 この別表の関係は、精査してもう一回定例会前の総務文教常任委員会で質疑を 85 

させていただかないと、今説明されて、はい、そうですか、わかりましたとい 86 

うことにもならないと思うのですけれども、そこら辺委員長のご配慮を願いま 87 

す。 88 

委 員 長  一時休憩して検討したいと思います。 89 

休  憩 １０：０９ 90 

再  開 １０：１０ 91 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 92 

 それでは、別表についてたくさんありますので、22日の本会議後にもう一度総 93 

務文教常任委員会を開くということでよろしいですね。そのようにお願いいた 94 

します。 95 

 ほかに質疑ありますか。 96 

 清水委員外議員、どのような内容の質疑か伺います。 97 

清水委員外議員 この事務あるいは施設については、一部事務組合のものが、あるいは事業が含 98 

まれてくると思うのですが、今回の協定書は一部事務組合とは結ばないという 99 

ことですから、しかし一部事務組合というのは地方自治体として市町村と同等 100 

のものであることは間違いないわけで、そういうことについてはどんな議論が 101 

されているのかということを聞きたいのです。 102 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 103 

（異議なしの声あり） 104 
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委 員 長 ２分間以内でお願いします。 105 

清水委員外議員 この協定書を結ぶ相手は、各市町村、関係市町村ということなのですが、この 106 

自立圏でかかわる事業、事務あるいは施設等については、一部事務組合の所有 107 

物であったり、管理しているものであったり、行っている事業というものが多々 108 

あるわけですが、市町村だけではそれは決めれないことです。一部事務組合も 109 

市町村と同等の地方自治体ですから、そことの調整は具体的にどのように行わ 110 

れ、議論はどのようにされているのでしょうか。 111 

稲井課長補佐 一部事務組合の関連の事業でございますけれども、実際にこの協定に基づくビ 112 

ジョンの作成については今後ということでご説明をさせていただいております 113 

が、実際の取り扱いといたしまして例えばごみ処理ですとか既存の事業で既に 114 

一部事務組合で執行しているものがございます。こういったものも各市町がど 115 

ういった役割を果たすのかということを記載をし、ビジョンの中に盛り込んで 116 

いくことが可能となっておりまして、定住自立圏そのものの構想の中では地方 117 

自治法上の例えば共同事務ですとかそういった手法については、定住自立圏の 118 

中で持ち合わせておりませんので、実際に執行する場合にはそういった一部事 119 

務組合の方式の中で執行していくということが考えられます。したがって、こ 120 

れからビジョンの中でそういった新たな事項がもし起こってくるようなことが 121 

あれば、十分にそういった執行方法についても調整をした上でビジョンに盛り 122 

込んでいくということが考えられます。現時点では、既存事業については既に 123 

行っておりますので、こういったビジョンに盛り込んでいくことが可能だとい 124 

う状況でございます。 125 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 126 

 それでは、報告済みといたします。 127 

 次、（２）、國學院大學北海道短期大学部の進路状況について説明を求めます。 128 

 （２）國學院大學北海道短期大学部の進路状況について 129 

稲井室長 （別紙資料に基づき説明する。） 130 

委 員 長 説明が終わりました。 131 

 質疑ありますか。 132 

渡  辺 就職希望者に対して決定者100パーセントということで、それはよかったと思う 133 

のですが、私が主張しましたように免許皆伝でございますから、したがって幼 134 

稚園、保育所、このパーセントをやっぱり上げる必要があるのではないかと思 135 

いますし、それで調べたついでに27年３月のこのコースの卒業者はちなみに何 136 

名でしょうか。 137 

稲井室長 幼児保育コースにつきましては32名、それから福祉介護コースについては７名、 138 

児童教育コースについては20名ということの内訳で幼児・児童教育学科が人数 139 

としては構成されております。 140 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 141 

（なしの声あり） 142 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 143 

 次、（３）、陸上自衛隊滝川駐屯地創立記念行事市中パレードの実施について 144 

説明を求めます。 145 

 （３）陸上自衛隊滝川駐屯地創立記念行事市中パレードの実施について 146 

尾崎室長 （別紙資料に基づき説明する。） 147 

委 員 長 説明が終わりました。 148 
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 質疑ありますか。 149 

渡  辺 昨年から行われて、私は容認の姿勢でございますが、昨年のを見ていると大砲 150 

の特車というのですが、昔は特車ですが、今は戦車と言っている、これは憲法 151 

の第９条からいっていろいろ問題はあると思うのですが、容認したのですが、 152 

鉄砲を担いだ兵隊さんと昔は言ったのですが、昨年からの災害、災害というこ 153 

とであれば、スコップを担いだ自衛隊さんでいいのではないかと、こういうふ 154 

うに真剣に思うわけでありますが、やはり憲法第９条がしっかりとあるという 155 

現状の中で、まちの中で大砲や鉄砲というのはそぐわないのではないかと思う 156 

のです。昨年そのところまでの詳しい説明はなくて、観覧をしていますとその 157 

ことが目立ったのですが、この見解を述べてください、大砲、鉄砲について。 158 

尾崎室長 滝川駐屯地の部隊の装備を市民の皆様にごらんをいただくということの趣旨で 159 

ございますので、そういう装備につきましてもその姿を見ていただくというこ 160 

とで私どものほうは解釈をしております。 161 

委 員 長 ほかに質疑ありませんか。 162 

 清水委員外議員、どのような内容の質疑か伺います。 163 

清水委員外議員 これがいつどこで決まったのか、また実行委員会体制や事務局体制、また恒例 164 

化するということで決まってきているのか等について伺いたいと思います。 165 

委 員 長 清水委員外議員の質疑を許可してよろしいですか。 166 

（異議なしの声あり） 167 

委 員 長 ２分間以内でお願いします。 168 

清水委員外議員 昨年は、たしか南スーダンあるいはイラクで国際貢献というか、された駐屯地 169 

隊員の皆さんへの激励及び市民に応援してもらうというような趣旨で、単年度 170 

ということで私はお聞きをしていました。今回は、いつどこでこれが決まった 171 

のか。いつ、どこで、どういった団体の会議で決められたのかということがま 172 

ず１点目です。 173 

 ２点目は、自衛隊駐屯地外でこれを実施する実行委員会及び事務局体制、実行 174 

委員会の会長名、事務局長名、またどこが実際の事務局になるのか。 175 

 ３点目として、来年度以降についてはどのように話されているのか。 176 

尾崎室長 まず、１点目のどこでどのようにということでございますけれども、26年、こ 177 

としの４月７日月曜日17時から市中パレード協賛会設立会議という会議がござ 178 

いまして、その会議の中でパレードについてはお願いをしようということで決 179 

定をしております。 180 

 ２点目の事務局ということでございますけれども、主催は市中パレード協賛会 181 

ということでございまして、事務局につきましては滝川商工会議所の中にござ 182 

います。 183 

 それから、３点目の来年度以降という話でございますけれども、来年度以降に 184 

つきましてはまだ今のところ全く決まっておりません。 185 

清水委員外議員 市中パレード協賛会設立会議というのがなされたということですが、これは第 186 

１回目なのかというのが１点目。 187 

 ２点目は、事務局長名、また協賛会長名について伺います。 188 

 また、この中で子供用自衛官制服による試着コーナーというのがあるのですが、 189 

いわゆる政治的な背景を全くわからない子供に感覚的にこういった武装関係の 190 

ものを試着させるというのは教育上も好ましくないのではないかと思いますが、 191 

どのような見解でしょうか。 192 
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尾崎室長 まず、１点目でございますけれども、４月７日の会議は第１回目でございます。 193 

 ２点目でございますが、会長につきましては滝川自衛隊充実促進協議会会長の 194 

藤井謙和様でございます。 195 

 ３点目の試着コーナーでございますけれども、これにつきましては武装という 196 

意味でなくて、制服の子供サイズのものがございまして、それで試着ができて 197 

写真も撮れるというコーナーでございますので、特に武装という意識はござい 198 

ません。 199 

委 員 長  ほかに質疑ありますか。 200 

 それでは、報告済みといたします。 201 

 次、（４）、水防実地訓練及び地域防災スクールの実施について説明を求めま 202 

す。 203 

 （４）水防実地訓練及び地域防災スクールの実施について 204 

尾崎室長 （別紙資料に基づき説明する。） 205 

委 員 長 説明が終わりました。 206 

 質疑ありますか。 207 

（なしの声あり） 208 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 209 

 （５）、生活保護詐欺事件に係る住民訴訟控訴審判決に対する市の対応につい 210 

て説明を求めます。 211 

 （５）生活保護詐欺事件に係る住民訴訟控訴審判決に対する市の対応について 212 

山﨑部長 （別紙資料に基づき説明する。） 213 

委 員 長 説明が終わりました。 214 

 質疑ありますか。 215 

渡  辺 ただいまの権利の放棄はわかりましたが、昨日の厚生常任委員会の文書等も含 216 

めて、昨日はちょっと質疑の機会を失いましたので、それも含めて、同じ市役 217 

所でございますから、そちらのほうからその文書の関連で行いたいと思います。 218 

委 員 長 総務文教常任委員会にかかわる質疑を受けておりますので、そちらでできなか 219 

ったのでということにはなりませんので、よろしくお願いします。 220 

渡  辺 委員長、関連があるのですから、その文書について、私は所管ではないのです 221 

が…… 222 

委 員 長 そちらはそちらですから、こちらの委員会では受け入れられません。 223 

渡  辺 だめということはないのではないですか。昨日の関連で。 224 

（何事か言う声あり） 225 

渡  辺 でも、役所は１つです。 226 

委 員 長 そうはならないです。そうはなりませんので、ここに関連した部分で質疑をし 227 

てください。 228 

 そのとき質疑できなかったことをここでまたするというのは、ちょっと筋が違 229 

っています。 230 

渡  辺 わかりました。 231 

 それでは、まず資料要求のほうからまいります。それでは、４点ほどあるので 232 

すが、１点目は住民訴訟に関係した全国の議会の債権放棄議決についての判決 233 

のリストを出していただきたいと思います。まず、議決の有効とか無効別で仕 234 

分けしてください。次、地裁とか高裁とか最高裁に分けてください。それを全 235 

てお願いします。次、判決の例は裁判所名とか事件番号とか年月日も当然これ 236 
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も仕分けしてお願いします。次ですが、事例は少ないと思いますので、30年間 237 

分ほど、10か15ほどだとは思うのですが、その程度だと思いますので、表にし 238 

てお願いします。これが１点目であります。 239 

 ２点目ですが、平成22年の行政ヒというところなのですが、第102号の神戸市外 240 

郭団体派遣職員への人件費違法支出損害賠償等の請求事件について。平成24年 241 

４月20日、最高裁第二小法廷判決文の２の（７）、イの６ページ、そこでは市議 242 

会における本件改正条例案の審議の過程においては、権利の放棄の議決の有効 243 

性に関する裁判例及び学説が参考として紹介され、本会議での質疑、総務財務 244 

委員会での議案及び陳情の審査、本会議での賛成及び反対の討論等を経て同条 245 

例案を可決する議決がなされたとなっているわけですが、神戸市議会で提出さ 246 

れたような権利の放棄の議決の有効性に関する裁判例とか、あるいは学説等の 247 

資料がありましたらこれを請求したいと思います。これが２点目であります。 248 

 ３点目ですが、平成20年の12月３日付に出された、文字が小さいのですが、第 249 

６回信頼回復推進市民会議資料というもの、これは総務課のほうから出されて 250 

いるのですが、これの中で積み立て予定とか保留とか保留済みとか、それから 251 

計算未了というのがあるのです。したがって、もう既にこれは計算などは完了 252 

していると思いますから、こんな小さいものではなくて少し大きく引き延ばし 253 

てでもその資料を要求したいと思います。 254 

 ４点目であります。この寄附者、この事件の復元のために寄附を仰いだという 255 

ことで、寄附者がおよそ330名ほどと聞いているのでございますが、その寄附者 256 

の一覧表、もちろん氏名発表をしないでくださいという方もいるかもしれませ 257 

んから、そういう方も尊重して、そういう氏名なしの方々の一覧表、つまりそ 258 

の方々の金額は発表してください。そういうものの一覧表を出していただけれ 259 

ばと思います。 260 

 以上４点をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 261 

委 員 長 資料要求が４点ありましたけれども、委員の皆さんはよろしいでしょうか。 262 

柴  田 前段の裁判の例とかそういうものというのは、議員みずから調べるべきもので、 263 

市の内部資料を表に出して資料づくりをしろということではないと思います。 264 

だから、市の職員が時間を割いてその資料を作成する必要性は全くないのです 265 

から、私は前段の資料の要求は不要だと思います。 266 

 それと、小さいから大きくしてくれというのであれば、拡大コピーでも何でも 267 

自分でやればいいことで、それをあらかじめまた市に求めるという必要性もな 268 

いと思いますので、それと神戸の関係についてもご自分でインターネットでも 269 

何でも今はそういう時代ですから調べれば事足りることでありまして、市にそ 270 

れを要求するということにはならないと思いますので、今般の資料要求は必要 271 

ないと思っております。 272 

委 員 長 皆さんのご意見はいかがですか、資料要求は必要ないと。そういうことでよろ 273 

しいですか。 274 

渡  辺 要らないということであれば、その権利の放棄の理由がますます薄くなってき 275 

ますから、それはそれで仕方ないと思います。 276 

（何事か言う声あり） 277 

渡  辺 柴田委員に対しては、それは仕方ないと思いますけれども、大いにこれらをや 278 

はりこの場でみんなで見たほうが後の権利の放棄のときにはなるほどとか、な 279 

るほどでないとかということになるのではないでしょうか。 280 
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委 員 長 皆さんのご意見はいかがですか。資料要求について柴田委員からそのようにあ 281 

りましたけれども。 282 

渡  邊 渡辺精郎委員が権利の放棄ということでの質疑であればいいのですが、中身が 283 

全然ずれていって、結局は裁判の中身だとか判決の部分とかということでの資 284 

料要求というのは、ちょっとここの場での議論というのは当てはまらない。全 285 

てを要求するというやり方もちょっとそぐわないということで、私も反対させ 286 

ていただきます。 287 

委 員 長 ほかに何かありますか。 288 

副委員長 私は、非常にこの流れに至って残念なのです。今にきて、裁判も顧問弁護士が 289 

ついてやって、今さら何をするのですか。恥の上塗りをやっているのではない 290 

ですか。だから、裁判をまたやり直すのだったら別だけれども、厳正なものが 291 

出たのですから、やはりそこに焦点を当てるのではなくて将来に向けたことを 292 

やるべきだと思うのです。そういう意味からいったらそういう資料要求は必要 293 

ないです。 294 

 もう一つ言うと、さっき総務部長が言った大事なポイントは、全職員みんなで 295 

解決してきたということです。そういうことからいったら、長引かず、もう既 296 

に滝川市民の良心の中で解決しているのだから、僕はそういうことは必要ない 297 

と思う。 298 

柴  田 どうも方向がずれてきているのだけれども、本案に賛成とか反対とかではなく 299 

て、今の資料要求は、もう一回言わせてもらうけれども、まず前段の部分はご 300 

自分で調べれば事足りることですから、これを資料要求する必要はないという 301 

ことです。 302 

 もう一つ、最後の名簿の提出、これらについても私は必要ないと思います。な 303 

ぜ個人名を明記して、その金額も入っているかもしれないけれども、その一覧 304 

表を使って、今このことについて何をそれに基づいて議論しようとしているの 305 

かが全くわからないので、私は全ての資料要求は不要であると申し上げたわけ 306 

であります。 307 

委 員 長 それでは、必要ないという意見が多いと判断いたしましたので、資料要求はな 308 

しということで了解いただきたいと思います。よろしいですか。 309 

（異議なしの声あり） 310 

委 員 長 それでは、質疑ありますか。 311 

渡  辺 本日の資料等に基づいて質疑をしたいと思います。 312 

 それでは、本日の文書の動向という、そういうことに関連いたしまして質疑を 313 

いたします。昨年の地方裁判所の判決が出た途端に市長が記者会見を行って、 314 

裁判の結果には残念だという、こういう意向を発表いたしました。今回の判決 315 

に対しては、そういう記者会見等はなかったのですが、もうそれ以上に厳しい 316 

断罪であります。したがって、昨年の轍を踏むならば、さらに極めて遺憾の意 317 

を表明するのかと思えばその発表がなかったわけでありますが、その理由はど 318 

うしてでしょうか。 319 

 その次、この庁議の文書ですが、動向どころではなく私は敗訴ではないかとい 320 

う見解を持っております。したがって、原告側は小さく勝訴というようなこと 321 

になるかもしれませんが、理由は一審被告敗訴分の拡大とあるわけであります。 322 

原告側には使用しておりませんから、裁判所で言っているのです。したがって、 323 

ごく常識的に市側の敗訴であると。これに反論はできないと思いますので、い 324 
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かがですか。次ですが、一審被告の控訴を棄却するとは何でしょうか。それは、 325 

被告側の敗訴そのものだと私はずっと勉強してまいりました。棄却されたほう 326 

のものは当然敗訴と、こういう言葉を使っても仕方ないのではないかと思うの 327 

です。それから、その理由ですが、原告らの控訴に基づき地裁の判決の原判決 328 

を変更すると、こういうことは原告側の控訴によりまして原判決より厳しい内 329 

容でありますから、被告側はこれは当然敗訴、原告側は小さな勝訴と言ってい 330 

いわけだと思います。そういうことなので、そういう理由はちゃんとあるので 331 

す。裁判費用負担のところでは４対６であります。被告側負担が６ということ 332 

は、これはもう敗訴、そんな動向どころではありません。敗訴としっかりとそ 333 

こに書いていいのではないか。これは、市側は認めなくても今後第三者とかマ 334 

スコミとかは当然こういう判定を下すと思いますから、この敗訴については答 335 

弁がなくても社会的、法律的抵抗はできないと考えますが、使う、使わないは 336 

それはいろいろ理由があるでしょうけれども、このことについてご答弁をいた 337 

だきたいと思います。そういうことでここをしっかりと、この動向に関して結 338 

構大事なことであります。 339 

 その次、今回の判決で重過失が確定したわけであります。重過失というのは、 340 

原告側が使っているわけではありません。しっかりと裁判所が使っている言葉 341 

であります。これは、地方自治法の第243条の２、職員の賠償責任にも該当する 342 

ことではないでしょうか。そこの第243条の２の文は一々読みませんが、皆さん 343 

は、その資料要求したりするとそんなもの自分でと言うのですが、もうご承知 344 

のとおり、職員が損害を与えたと認めるときは監査委員に対してその事実があ 345 

るかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その 346 

決定に基づき期限を定めて賠償を命じなければならないとかこういうようなこ 347 

とで、結論から言えば、そういう地方自治法第243条の２によって、権利の放棄 348 

をするということですが、監査委員に対してそういう事実があるかどうかの監 349 

査、これを要求するのかどうか、これをお答えください。 350 

 次に、権利放棄について住民訴訟に関する検討会報告書、平成25年３月です。 351 

この４ページでは次のように言っているのです。第４のところで、議会による 352 

損害賠償請求権等の放棄についての２のところで、問題解決の基本方向の中で 353 

例えば故意、または重過失による損害賠償請求権や個人的な利得目的の認めら 354 

れる不当利益返還請求権などは基本的に放棄する合理性を欠くものと考えられ 355 

る。ただし、例えば無資力である場合、相続により遺族に請求される場合等に 356 

なお相当の事情があることも考えられるため、消極事例についても一律に権利 357 

放棄を禁止することは困難が伴うものと考えられる。報告書のこの部分に当て 358 

はめれば、権利放棄というのは議会の裁量権の逸脱、濫用になりはしないのか 359 

と。このことを考えて権利放棄というものを決めたかどうか、お答えください。 360 

 次に、職員給与削減や寄附、会社預金差し押さえなどで損害はなくなったこと 361 

を放棄の理由にすると思うのでございますが、給与削減等の復元は公金による 362 

埋め合わせではないのかということで、つまり簡単に言えば国に返還し終わっ 363 

ていますと言いますけれども、これは給与削減によって埋め合わせをしたとい 364 

うことで、公金による埋め合わせではないのかということであります。試みに、 365 

では全部復元して損害はなくなったということをよく言うのですが…… 366 

委 員 長 渡辺委員、たくさん挙げられておりますけれども、どうしてもお答えいただき 367 

たい部分だけ整理していただいて、ここは判決に関する市の対応についてを検 368 
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討しております。 369 

渡  辺 そうです。市の対応について、結局は債権放棄ということは議会の裁量権の逸 370 

脱、濫用ということで、そういうものを検討したのかと、こうやって聞いたの 371 

です。前段述べたりしていますけれども、最後にはちゃんと聞いていることは 372 

聞いていますから。 373 

 したがって、今の問題は、全部何でも終わった、終わったと、復元したと言う 374 

けれども、片倉へ渡った分、それはもちろん板倉とか後藤とかという会社関係、 375 

あっちから実質幾らか損害賠償で戻ってきたそうですが、それを引いてもまだ 376 

多くの金が片倉へ渡った分はやっぱり実質損害なのであります。したがって、 377 

権利放棄をするということは、こういう実質損害をこうむっていることからす 378 

ると、これは理由にならないと、こういうふうに思うのですが、いかがでしょ 379 

うか。 380 

 最後でございますが、22日に本会議が予定されているそうですが、これを延期 381 

してもらいたい。こういうことで、やっぱり６月の議会の中で、あるいは６月 382 

23日まで間に合えばいいのですから、臨時会をぜひ６月にやってもらえばと思 383 

うのですが、いかがでしょうか。 384 

委 員 長 たくさん質疑ありましたけれども、これは権利放棄をするということでここで 385 

報告されているのです。裁判の中身にかかわった事件性のことやらいろいろと 386 

飛んで歩いて、ちょっと答弁も難しいのかなと思うのですけれどもいかがです 387 

か。 388 

渡  辺 そういう委員長の見解であれば、こういうことがなくて権利だけを放棄するな 389 

んて、そんなことない。ちゃんとした理論立てでもって、だから権利放棄をい 390 

たしますという、そういうしっかりした理由がないではないですか。たったこ 391 

れだけ書いて、これでもって権利を放棄しますというのは、もう全然経過から 392 

してこれは成り立たないのです。もちろん本会議でもやりますけれども、まず 393 

はこれをやはりこの委員会の中で答えてもらわなければいかないと思う。解明 394 

できないものは、もちろん本会議になりますけれども。お願いします。 395 

委 員 長 答えられる範囲で答弁願います。 396 

山﨑部長 質疑の趣旨に沿ったお答えになるかわかりませんが、答えられる範囲で私のほ 397 

うから答弁させていただきたいと思います。 398 

 前回市長としての遺憾の意の部分ですけれども、そういったことの公表につき 399 

ましては、記者会見で行った前回と比して今回はという質疑かと思われます。 400 

記者会見につきましては、まずはこの場で議会報告させていただいて、その後 401 

記者会見を開催したいと思っております。 402 

 次に、敗訴ではないかという部分についてですけれども、これについては勝ち 403 

負けということではなく、裁判所の判断が出たと。そして、それについては市 404 

として受け入れざるを得ない結果となって確定したということで、勝った、負 405 

けたという部分については、私どもとしてはコメントのしようがございません。 406 

 また、監査委員が監査要求するのかどうなのかというこの質疑の趣旨について 407 

はちょっとわかりかねるのですが、今回の住民訴訟は４号訴訟ですので、住民 408 

監査請求の結果を受けての住民訴訟に至って、この後また住民監査請求につい 409 

てどうこうという質疑の趣旨がちょっとわかりかねますので、お答えはできか 410 

ねます。 411 

 あと、議会の裁量権の逸脱につきましては、我々としましては最高裁の判例と 412 
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もども請求権の放棄については必ずしも違法という判断が下されていない中で、 413 

なおかつ組織対応、あるいは市としての損害が補填されているという結果の中 414 

では決して放棄そのものが違法に当たらないと考えております。 415 

 あと、臨時会の延期については、ちょっとこの場で私としてどうこうという判 416 

断はできかねますので、ご容赦いただきたいと思います。 417 

渡  辺 監査委員に対して、そこの地方自治法の第243条の２の職員の賠償責任のこの解 418 

説のところを読んでいればもっと時間がたつのです。皆さんは知っているはず 419 

だと思うから、やはり監査委員に対してその事実があるかを監査しなければい 420 

けないと、こういうことで、職員の賠償責任です。裁判所の裁判官が判定した 421 

のとは違って、市の監査委員がしっかりともう一度この３名なら３名の職員の 422 

賠償責任というものは本当にそうなのかどうかということもやはりこれも監査 423 

して、その賠償責任の有無、こういうものを調べて、その決定に基づいて権利 424 

の放棄をするか、しないか、これを決めなければいかないはずなのです。それ 425 

をやらないで、いきなり権利の放棄を行うというのはおかしいのではないかと、 426 

こう聞いたわけであります。 427 

 それから、議会でもそうなのだけれども、全部権利の放棄を行う根拠に今度い 428 

ろいろ公金で埋め合わせしたとか、国に全部返還して実質損害はないと言うの 429 

ですが、全然私は違うと思います。それは、確かに国に戻した分はみんなで寄 430 

附したり、先ほどの給与削減とか市長が出したとかそういうもので復元したけ 431 

れども、片倉へ渡った分は、これはさっき言ったように板倉とか後藤氏だとか 432 

そういう人から戻してもらったけれども、それを差し引いたってまだまだ大損 433 

害の実質です。億という金が流れているはずです。計算してください。それが 434 

はっきりしない中で権利放棄するなんていうのは、これは全然理屈に合わない。 435 

やはりそういうことも含めて裁判というのはしっかりと責任を負わされたはず 436 

です。３名について責任を負わされたその理由は、それは私は３名だけとは言 437 

いません。関係者何十人とか言いましたし、元市長や、また元副市長ももちろ 438 

ん含まれるでしょう。だから、そういう中でしっかりとこういう埋め合わせを 439 

しなかったら、国に戻したものだけで全部復元した、復元したというのはうそ 440 

だと思います。簡単に言えば片倉にとられた分、本当に純粋に言えば片倉にと 441 

られた分は一体どうなっている。そんなこともわからないで権利を全部放棄す 442 

る、放棄すると簡単に言えるのですか。市民にそんなこと説明できますか。そ 443 

うでしょう。どこが間違っていますか。そうしたら、間違っているなら間違っ 444 

ていると言ってください。指摘をしてください。国に返した分は確かに復元し 445 

たのです。けれども、いろいろなことで権利放棄を行うときは、こういういわ 446 

ゆる犯罪者に渡ったその金をちゃんと復元していないではないですか。これは、 447 

実質やはり滝川市の公金です。これが損害をこうむっているのではないですか。 448 

国に返した分は間違いなくそれはいいです。だから、それらを解決して、この 449 

権利放棄を行うのであればいいのですが、そこをどう考えるかと質疑している 450 

のです。全部これは理論的です。それをそんなただ権利放棄というのはおかし 451 

いと思います。いかがですか。これは答えてください。 452 

委 員 長 柴田委員。 453 

柴  田 今の再質なのですけれども、この裁判、住民訴訟の裁判の趣旨と今の質疑、片 454 

倉の刑事で裁かれた事件の問題とはこれは全く違う話であって、これは市長、 455 

副市長以下職員の責任を問う住民訴訟の判決が出たということで、そこに当然 456 



 

- １０ - 

 

債権が発生するのだという今の裁判の結果ということであって、幾ら片倉に行 457 

った部分、これは片倉は不当利益だから、こんなものは債権放棄なんてする必 458 

要もないし、ただその裁判というのは別な裁判でもう既に裁かれているわけで 459 

すから、幾ら今力説して声をでかくしてお話しになっても、それに対する市の 460 

コメントというのは出ようがないと思うのです。本件とは全然違うことを渡辺 461 

委員は質疑されているので、そのことについてはちょっと委員長のほうで整理 462 

していただきたい。 463 

委 員 長 委員長としてもそのように思います。それは、裁判でそうやってもらっていま 464 

すので、その裁判の判決を受けて市としてどうするかということをやっており 465 

ますので、その辺了解してもらわないと進まないと思います。 466 

渡  辺 了解しません。委員長までそんなこと言って、いいですか、もう公言したので 467 

しょう。いろいろなことで全部復元したといって滝川市の損害がないというの 468 

は絶対的に問題です。片倉ということを言っていますが、要するに容疑者、そ 469 

の分は絶対復元していないのですから。 470 

委 員 長 それでは休憩いたします。 471 

休  憩 １１：１０ 472 

再  開 １１：１４ 473 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開します。 474 

山﨑部長 まず、１点目、監査の関係ですけれども、今回あくまでも裁判の結果に基づい 475 

てそれに対する対応ということでの判断を示させていただきました。今回の裁 476 

判所の判断を受けて、それを再度監査請求というようなことは私の段階として 477 

は考えておりません。 478 

 それから、片倉氏の関係ですけれども、裁判で確定した額という意味ではなく、 479 

市として損害があった部分についての補填を全て行ったと。片倉氏については、 480 

差し押さえ等でとれる分については手続できちんと市として回収していると。 481 

市に残った損害を全てどのような手法で補填すべきかということの中で議会に 482 

もお諮りして、条例改正あるいは補正予算、そういったものでご了解いただい 483 

て対応したということですので、その残云々という話がございましたけれども、 484 

市に対する損害は埋まっていると私どもは捉えております。 485 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 486 

柴  田 今回の件については、国からの委任を受けた事務ということで、福祉事務所長 487 

という立場に相当な重い過失を認めているということだと思うのです。これは、 488 

他の所管で同様の事件というものが起きたとしたら、これはやはり市長を先頭 489 

としてその責任を問われる。今回の案件については、福祉事務所長というのは 490 

国からの委任を受けているので、そこに市長、副市長の権限が及ばないのだと 491 

いうことで、福祉事務所長というのは市でいえば部長職ですから、部長職以下 492 

に重い責任があるということで、多分責任の幅も課長職、あるいはその下のほ 493 

うまで責任を問う内容になったと、私はそう感じております。ですから、過失 494 

の上に重という文字がついたのであろうと私は思っております。そういった意 495 

味では理解はできるのですが、やはり地方公務員法において当然不利益を遡及 496 

しないという原則がありますから、先ほどこの裏のほうの理由で懲戒処分等の 497 

組織的な対応が行われているという理由が付されているのは当然だと思うので 498 

すが、ここはもうちょっときちんと説明しておかないとならないと思っており 499 

ますので、この権利放棄に至った理由で③の理由をここに記載したさらにその 500 
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理由についてきちんとご説明をいただきたいと思います。 501 

山﨑部長 従来から市としての対応、考え方としましては、事務的な瑕疵があって、そう 502 

いった責任については組織として問題があったということで説明させていただ 503 

いてきております。そういった中で、組織として対応する中で補填についても 504 

皆さんのご理解を得て、寄附等を得て補填させていただいたと。そういった中 505 

で、組織対応の一環として、ではそれに対応した職員に対してどうするのかと 506 

いう部分について市として当然懲戒審査の会議を開いて、職員それぞれについ 507 

て妥当な処分を行ったつもりでございます。処分した結果、当然それぞれの職 508 

員には相応の金銭的なものを含めて例えば給与の削減とか、あるいは結果とし 509 

て数字としてお出しできないというか、計算できないのですけれども、その処 510 

分の結果、今後の年金についても満度出ないというような結果にもなってござ 511 

います。そういったことを組織としてきちんと懲戒処分を含めてやってきたと 512 

いうことがあって、今回、補填されているという大きな理由を含めての権利放 513 

棄ということに結びついたわけでございます。何とぞご理解いただければと思 514 

います。 515 

柴  田 それと、すごく大事なことだと思うのですが、先ほど渡辺委員の質疑の中で不 516 

当利益を得た、要するに不当利益という言葉が出たのです。ですから、今回の 517 

この案件について例えば職員が不当利益を得たというのであれば、これは権利 518 

放棄を議会で議決をもしするとすれば間違いなく責任を問われるであろうと思 519 

うのです。不当利益を得た当事者ではない、その公務上責任を持たされた職員 520 

の権利の放棄ですから、そこら辺をはき違えると先ほどのような議会が権利放 521 

棄を議決するとそれは議会として権利を超えているというような話に持ってい 522 

くのですけれども、今回の件については私は全く議会の議決に付することが妥 523 

当なものだと思っておりますので、そのことは申し添えて、もし今のお話で間 524 

違いがあれば困りますので、ちょっと総務部長に説明願います。 525 

山﨑部長 間違いございません。 526 

委 員 長 それでは、そういうことでご理解いただきたいと思います。 527 

 ほかに質疑ありますか。 528 

渡  辺 例えばと言っただけであって、この事件にということを言ったのではございま 529 

せんから、３点目。もう一回議事録を起こしてください。例えばということは、 530 

日本中でこういうことがあった場合ということでの不当利益、不当利得返還請 531 

求権などと、こう言っているわけでございますから、別に今回の３人について 532 

述べたのではございません。 533 

委 員 長 休憩します。 534 

休  憩 １１：２６ 535 

再  開 １１：２７ 536 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 537 

 ほかに質疑ありますか。 538 

 清水委員外議員、どのような内容の質疑か伺います。 539 

清水委員外議員 この（２）の権利放棄を行うという中身について大きく４点伺いたいと。１点 540 

目は、①は今回の判決文のどこを読めばこういったことについて読み込むこと 541 

ができるのか。 542 

 ２点目は、③の懲戒処分についてですが、組織的な対応が行われているという 543 

けれども、当時過失や注意義務違反、法令違反についてそういうものを勘案さ 544 
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れて懲戒処分されたのか。 545 

 ３点目は、重過失を確定した放棄議決の判例及びそもそも債権放棄議決につい 546 

ての判例は何件ぐらい所管として押さえているか。 547 

 ４点目は、①、②、③の理由を理由として放棄議決を提案した事例の４点です。 548 

委 員 長 ４点にわたって質疑したいということですが、許可することでよろしいですか。 549 

（異議なしの声あり） 550 

委 員 長 ２分間以内でお願いします。 551 

清水委員外議員 それでは、（２）について伺います。 552 

 まず、①では、控訴審判決において違法とされた支給決定については、当該元 553 

職員が違法行為を誘導し、または違法行為に加担したものではなく、市として 554 

の組織的な対応及び判断の適正さを欠いていたことによる責任が大きいもので 555 

あったためと書いてありますが、私はそういったことは判決文には書いていな 556 

いと思いますので、判決文のどこに書いてある、どこを読めば読み取れるのか 557 

ということを伺います。 558 

 ２点目、懲戒処分については、当時過失、注意義務違反、法令違反については 559 

勘案されたものだったか。 560 

 ３点目、重過失が確定した債権放棄議決の判例、また債権放棄議決の判例を何 561 

点程度所管として押さえているか。 562 

 ４点目、①、②、③の理由と同様の理由をもとに放棄議決を提案した事例はほ 563 

かにあったのか。 564 

 以上、４点伺います。 565 

委 員 長 それでは、若干休憩いたします。 566 

休  憩 １１：３０ 567 

再  開 １１：３８ 568 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 569 

 答弁願います。 570 

土橋係長 先ほどの清水委員外議員の１点目の判決文のどこを読めば読み込めるかという 571 

ご質疑の答弁を述べさせていただきます。 572 

 今回我々が債権放棄の上程を企図していますのは、専ら判決文のどこを読んだ 573 

という意味ではなくて、制度の性質ですとか、平成24年度におきまして最高裁 574 

の判例で示されました事件の本質と個人の責任、それら全て総合考慮した上で 575 

そういう妥当性についてお諮りしたものでしたので、判決文のどこということ 576 

ではなく、もちろん判決文全般的に考慮させていただいた上でのご提案という 577 

ことになります。 578 

中島課長 懲戒処分の関係でございますけれども、議員からお話のありました法令違反、 579 

過失、注意義務違反という部分をお示しをいただいたところですが、当時の懲 580 

戒処分につきましてはあくまでも地方公務員法に基づいての懲戒処分というこ 581 

とになりますので、例えば服務の根本基準と照らし合わせてどうかとか、ある 582 

いは職務の専念する義務に対してどうか、あるいは信用失墜行為の禁止につい 583 

てどうかという、そういう規定に基づいて懲戒処分を行ったということですの 584 

で、ご理解をいただきたいと思います。 585 

橋本課長補佐 ３点目の重過失まで問われた上で債権放棄をした例を把握しているかというご 586 

質疑だったかと思いますけれども、そもそも大体こういった同じような住民訴 587 

訟の各地の例としましては首長を訴えるという、首長に請求をしなさいという 588 
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訴訟というのが多くのパターンでありまして、首長の場合は重過失まで必要と 589 

しないという要件でありますので、なかなかそういった事例を見つけるのが 590 

我々も難儀したのですけれども、１件確認はしております。 591 

 それと、４点目につきましては、今回の提案と同じような理由で債権放棄をし 592 

ている事例があるかというご質疑かと思いますが、そもそも議案まで逐一全て 593 

取り寄せているわけではございませんので、まず確認はできておりません。そ 594 

れと、そもそも我々の市の例のように損失を埋め合わせているという例もなか 595 

なかないということでは、この理由を使っているというのは余りないのかなと 596 

いうことが推察されるかと思います。 597 

清水委員外議員 ３点目の重過失の判例１件、どんな事件なのか判決をお示しください。 598 

 債権放棄議決の判例を何件ぐらい把握されているかということを先ほど質疑い 599 

たしました。 600 

 １点目については総合考慮の上ということですが、24年３月の判例の何ページ 601 

のどのあたりのことの総合考慮に基づいたのがこの①なのかお示しください。 602 

土橋係長 一番最後のご質疑から、順番がちょっと逆転してしまうのですけれども、まず 603 

先ほど私が申し上げました総合考慮の判決文のページ数ということなのですけ 604 

れども、載っている冊子等によりましてもページ数等が不明確だと思いますの 605 

で、簡単にお示しさせていただくとしましたら、平成24年４月20日に最高裁の 606 

判決におきまして例えば神戸市ですとか佐倉市ですとかそういう代表的な判例 607 

がございまして、その中でそれまでは最高裁判決で不確定でした今後のこうい 608 

う放棄の議案を行う上では、特に地方自治法の趣旨を尊重しまして、裁判の趣 609 

旨を損ねることのないように議決の違法性とかそういうところまで踏み込むこ 610 

となくやるようにとお示しをいただいた部分があります。端的に申し上げます 611 

と、例えば個々の事案ごとに当該請求権の発生原因であるそういう財務会計行 612 

為等の性質ですとか内容ですとか影響ですとか、放棄の影響ですとか、そうい 613 

ったものについてを総合的に考慮した上で地方自治法の趣旨に照らして判断せ 614 

よと、そういう部分だということで申し上げさせていただきましたら、多分判 615 

例を見ますとそういった部分が明確に載ってくる文献が多いので、ご理解いた 616 

だけるのではないかと思います。 617 

 ちなみに、私が今見ているのは判例地方自治という冊子の52ページとかそうい 618 

うページ数になりますので、清水委員外議員のおっしゃられたように何ページ 619 

というのがちょっと不適切なのかなと思いましたものですから、そういう答弁 620 

にかえさせていただきます。 621 

橋本課長補佐 先ほどの重過失が問われた例でございますが、大東市というところで、これは 622 

退職慰労金の出し方がまずいのではないかというような例で問われた訴訟なの 623 

ですけれども、これはいろいろ複雑な経緯がありますが、本体の住民訴訟のほ 624 

かにそれを判決どおり履行しないという訴えも起こされておりまして、これは 625 

最終的に市側が、大東市側が完全勝訴したというような事例で、担当者が大東 626 

市にも電話でヒアリングをするなどして情報収集しておりますが、最終的に勝 627 

ったというような例がございます。 628 

 債権放棄の事例について大体何件ぐらい把握しているかということを先ほどお 629 

答えするのを失念しておりましたが、ちょっと正確に何件とはお答えできない 630 

のですが、10件程度は例としては押さえております。 631 

清水委員外議員 この報告書で消極事例としては重過失によるものは放棄する合理性を欠くとい 632 
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うことが政府の文書で言われていますが、これについてはどう考えて今回出し 633 

ましたか。 634 

橋本課長補佐 ただいまの報告書に関しては、住民訴訟に関する検討会報告書ということで、 635 

平成25年３月、住民訴訟に関する検討会と、これは総務省が立ち上げた弁護士 636 

とかそういった有識者で構成された検討会のことをおっしゃられていると思う 637 

のですけれども、こちらの報告書４ページに確かにそういった消極事例として 638 

そういった重大な過失等の事例は裁量権の逸脱、濫用に当たるような例という 639 

ことで、そういうものを示すべきであるということで指摘があるのですけれど 640 

も、同時に先ほど渡辺精郎委員が最後にここを読み上げられたときに消極事例 641 

についても一律に権利放棄を禁止することには困難が伴うものと考えられると 642 

いう記述がございます。ですから、こういった消極事例、その例として故意、 643 

または重過失の例を挙げていますけれども、これを一律にだからだめであると 644 

いう、逸脱、濫用に当たるという判断はなかなか難しいという結論を保留して 645 

いる部分もございますので、そういったことを考えると必ずしも一律的にそれ 646 

が逸脱、濫用に当たるというようなものではなく、総合的にもっと考える余地 647 

があるのではないかというような判断をしております。 648 

委 員 長 ほかに質疑ありますか。 649 

（なしの声あり） 650 

委 員 長 それでは、報告済みといたします。 651 

 ２．その他について 652 

委 員 長 その他について委員から何かありますか。 653 

（なしの声あり） 654 

委 員 長 事務局から何かありますか。 655 

（なしの声あり） 656 

 ３．次回委員会の日程について 657 

委 員 長 ３、次回委員会の日程についてですが５月16日金曜日、午前９時から第一委員 658 

会室で行いますので、よろしくお願いいたします。 659 

（なしの声あり） 660 

委 員 長 それでは、以上で第35回総務文教常任委員会を閉会いたします。 661 

閉  会 １１：５０ 662 

 663 


